
◎
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
） 

◎
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
抄
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
十
八
条
の
二 

解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の

と
し
て
、
無
効
と
す
る
。 

第
九
条 

こ
の
法
律
で
「
労
働
者
」
と
は
、
職
業
の
種
類
を
問
わ
ず
、
事
業
又
は
事
務
所
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
者
で
、
賃
金
を

支
払
わ
れ
る
者
を
い
う
。 

  
一 

労
働
者
派
遣 

自
己
の
雇
用
す
る
労
働
者
を
、
当
該
雇
用
関
係
の
下
に
、
か
つ
、
他
人
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
、
当
該
他
人
の
た
め
に
労
働
に

従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
当
該
他
人
に
対
し
当
該
労
働
者
を
当
該
他
人
に
雇
用
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
て
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

三
～
六 

（
略
） 

（
契
約
の
内
容
等
） 

（
用
語
の
意
義
） 

（
解
雇
） 

（
定
義
） 

二 

派
遣
労
働
者 

事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
労
働
者
派
遣
の
対
象
と
な
る
も
の
を
い
う
。 

公
益
通
報
者
保
護
法
参
照
条
文 
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３
・
４ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

◎
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

◎
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
） 

２ 

行
政
組
織
の
た
め
置
か
れ
る
国
の
行
政
機
関
は
、
省
、
委
員
会
及
び
庁
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
廃
止
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
の
委
員
会
又
は
庁
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

委
員
会
又
は
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
九
条 

内
閣
府
に
は
、
そ
の
外
局
と
し
て
、
委
員
会
及
び
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
７ 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

労
働
者
派
遣
契
約
（
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
し
労
働
者
派
遣
を
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
当
事
者
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
際
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
の
差
異

に
応
じ
て
派
遣
労
働
者
の
人
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一
～
十 

（
略
） 

（
行
政
機
関
の
設
置
、
廃
止
、
任
務
及
び
所
掌
事
務
） 

（
設
置
） 
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◎
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

１
～
４ 

（
略
） 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
隊
員
」
と
は
、
防
衛
庁
の
職
員
で
、
長
官
、
防
衛
庁
副
長
官
、
防
衛
庁
長
官
政
務
官
、
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
合
議
制

の
機
関
の
委
員
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
部
局
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
同
項
の
政
令
で
定
め
る
職
に
あ
る
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
。 


